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はじめに 

臨床参加型実習とは学内教育で学んだ知識や技術を踏まえて、臨床現場にて指導者のもと

実体験を通じ、基本的理学療法および理学療法士としての心構えを学ぶ教育の場である。そ

のため実習生を指導する教育者として、臨床実習の目的や教育および評価手法への理解が必

要であり、患者に不利益を生じることなく、教育者、実習生双方に意義ある実習を展開する

ためのマニュアルである。 

 

 

 

臨床実習チームの教育体制 

臨床実習生 1名に対し、主担当教育者を 1名配置し臨床実習教育を行っていく。当院の

勤務体制上、主担当教育者が休日の場合は副担当教育者（主担当教育者チーム）が指導にあ

たる。なお、当院では幅広く見学や実体験を得られるように見学実習も行なっているため、

理学療法課のみでなく作業療法課、言語聴覚課も教育者になり得る。 

 

 

 

当院における臨床実習の教育環境 

当院は 35科目 680床の総合病院である。主な診療機能は、救急医療・がん診療・周産期

母子医療であり、急性期から慢性期の理学療法を臨床実習において経験することが可能であ

る。過去の臨床実習においては整形外科・脳外科の術後早期や、脳卒中発症早期の理学療法

が多く経験できている。 

さらに、各種カンファレンスへの参加も可能であり、理学療法士としてチーム医療の関わ

りも多く学べる場となっている。 

 

 

臨床実習の教育目標 

専門職としての理学療法士の資質を養う。 

患者評価、目標設定、治療計画の立案、治療の実施等の理学療法を経験し、発展させる。 

医療チームにおける理学療法士の役割と責任を追及するとともに、他の医療スタッフにつ

いても理解を深める。 

 病院・施設の組織をはじめリハビリテーション部門、理学療法部門の運営、管理を学ぶ。 
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臨床実習計画 

 実習生が極力多くの実習時間を、臨床見学も含め、患者に対する直接的働きかけ・評価・

治療に充てられるようにする。 

 学生の能力に合わせて、見学（指導者が実施しているところを見せる）、模倣前期（模倣

して学生が実施）、模倣後期（学生が実施後に指導）、実施（見守り）と実習内容を変化して

いく。 

 各養成校に応じたチェックリスト（学生評価）を用い、実習終了後にフィードバックツー

ルとして学生と確認しながら教育を行なう。 

 基本的には各学校の実習要綱に応じて教育を実習していくが、学生の能力によっては担当

教育者の教育方法も反映させていくことも認める。 

 

 

 

臨床実習に臨むための検査書類および各種誓約書について 

（1）当院では、実習生の安全確保、並びに当院の感染対策強化のため、4種ウイルス感染 

症の免疫確認を必須条件としているため、実習前に検査報告書の提出を義務付けてい

る（様式 1）。 

（2）病院情報システム利用と個人情報保護に関する誓約書（様式 2） 

（3）実習開始後に担当患者の実習同意書を頂く（様式 3） 

 

 

 

実習スケジュール 

①1日のスケジュール 

 AM 

 8：25～8：35   清掃 

 8：35～9：00   朝礼・実習教育者とミーティング 

 9：00～12：00   臨床実習  

 12：30～13：30  昼休憩 

 

 PM 

 13：30～17：00 臨床実習 

 17：00～    実習教育者とミーティング（フィードバック） 
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※各種カンファレンスに関しては実習時間内（17時まで）のみの参加とし、時間外に及ぶ

カンファレンスには参加させない。 

※フィードバックは可能であれば実習時間内（17時まで）に終了できるように調整する。

フィードバックの場所に関しては他のスタッフがいる場所で実施する。 

※主担当教育者が休日の場合はスケジュールが変更になる場合もある。 

 

②1週間のスケジュール 

 実習日：月～金（１日） 

 休日：土曜日、日曜日、祝日 

 

 

 

診療参加を促すうえでの要点 

①臨床実習にて経験する症例選択についての留意点 

【望ましい症例】 

（1）患者・家族から、臨床実習生が関わることの承諾を得ることができる。 

（2）臨床実習生が関わることについて、患者が好意的である。 

（3）臨床実習生が関わることで、診療の質および効率化を図ることができる。 

（4）臨床実習生が関わることで、患者にとって心理社会的な利益がある。 

 

【望ましくない症例】 

（1）患者および家族から、臨床実習生が関わることを拒否された。 

（2）臨床実習生が関わるには医学的リスクが高い（疾患リスク、感染症など）。 

（3）臨床実習生が関わることで、患者の精神心理面に悪影響を及ぼす可能性がある。 

（4）臨床実習生が患者や家族から、暴言や暴力など不利益を受ける可能性がある。 

（5）患者の社会的背景を考慮し、臨床実習生が関わるべきでないと判断された場合。 

 

 

②臨床実習生が、診療参加を行な際の留意点 

【診療参加の場合】 

（1）主担当教育者の診療を過度に妨げない程度の参加を促す。 

（2） 主担当教育者とともに診療参加を行なう経験症例は、運動器疾患および中枢神経疾患、

呼吸器疾患など複数症例を経験させることが望ましいが、実習生が他施設で経験済み

である場合は実習生の希望をある程度は尊重する。 

（3）臨床実習生が独力で行なえる診療行為が増えたとしても、主担当教育者が付き添わず

に単独で患者診療を行なうことは法律上、認められない。 
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【診療参加項目の選択】 

（1）臨床実習生の能力に合わせて難易度を調整し、できるだけ成功体験を積むことができ

るように援助する。 

（2）どのような診療行為を経験させるのか、事前に臨床実習生と打ち合わせを行なってお

く。 

（3）過去に経験した診療項目を、前もって確認しておく。 

 

【診療参加の実践】 

（1）主担当教育者と臨床実習生はチームを組み、一緒に診療参加をおこなう。 

（2）臨床実習生は単独で患者を担当しない。 

（3）見学の際は患者（および家族）へ臨床実習生を紹介し、診療の共同参加の承諾を得る。

見学に関しては承諾の書類は必要とせず、口頭での承諾とする。 

（4）実習中の担当患者が決定した際は紙面（臨床実習承諾書）にて診療の共同参加の承諾

を得る（様式 3）。 

（5）未経験項目は、見学・模倣・実施と段階を踏まえながら臨床参加させる。 

  見学：主担当教育者が解説しながら、臨床実習生は診療行為を見学すること 

  模倣：見学を数回行なった後、主担当教育者の監督、助言のもと、実際に診療行為を経

験させる。 

  実施：模倣を繰り返した後、治療目的およびリスクを概ね説明でき診療行為を実施でき

る。 

（6）診療行為中あるいは直後に即時フィードバックをおこなうことで、臨床実習生の理解

を深める。 

（7）円滑に診療行為が行なえた際は、賞賛する。 

（8）問題が生じそうな際は、具体的な助言を行い、適切な手技を指導する。 

（9）患者、臨床実習生双方の不利益を伴うような失敗体験を減らす工夫をする。 

 

【経験内容について】 

（1）検査測定行為は、中枢神経疾患、運動器疾患、呼吸器疾患に対しておこなう行為が該

当する。 

（2）治療訓練行為は、いわゆる基本的理学療法および治療テクニックが該当する。 

  基本的理学療法： 

関節可動域練習、筋力増強練習、持久力練習、協調性練習、基本動作練習 等 

  治療テクニック： 

神経生理学的アプローチ、PNF、関節モビライゼーション、筋膜リリース、 

呼吸理学療法 等 

（3）多職種協働の視点から、訪問リハビリ、作業療法や言語聴覚療法 等の見学も積極的

に促す。 
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臨床実習の記録 

臨床実習の記録は、基本的には各養成校で指定された様式を用いることとするが、記録方

法および内容に関しては担当教育者によっては変更する場合がある。 

 

【デイリーノート】 

 毎日の学習記録および内省（振り返り）するツール 

 

【経験症例カルテ】 

 SOAP形式にて毎日の患者経過を記録するツール 

 

【臨床実習経験表】 

 経験した理学療法技術を記録し、修得状況を把握するツール 

 

※各養成校指定のチェックリストやノートがあれば、原則としてそれを用いる。 

 

 

 

臨床実習の評価 

①臨床実習生の評価 

（１）各養成校の書式に応じて評価する 

（２）臨床実習終了時、総合評価における成績判定（優・良・可・不可）は原則、養成校

がおこなう。 

 

 

 

臨床教育者の心構え 

臨床教育者は下記の心構えを意識し、臨床実習生の育成を図る。なお、この項目は臨床教

育者評価表に準じている。 

 

臨床教育者は・・・ 

 

①治療、評価技能をどのように行なうか、適宜デモンストレーションをおこなう。 

②臨床実習生に対し、臨床教育者自身の振る舞いを観察する機会を与える。 

③臨床実習生に対し、臨床教育者の推論を伝えながら診療行為の手本を見せる。 

④臨床実習生がおこなう診療行為を常に観察し、その場でフィードバックをおこなう。 
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⑤臨床実習生の経験内容や臨床能力に合わせ、難易度を調整した指導をおこなう。 

⑥臨床実習生が独力で行える診療行為は、任せるようにする（ただし、監視下にて）。 

⑦臨床実習生自身の考えを引き出すような質問をおこなう。 

⑧臨床実習生の理解を深めるような質問をおこなう。 

⑨臨床実習生の内省（振り返り）を促し、良いところと改善点を伝える。 

⑩臨床実習生が日々の目標を立てることができるように、適宜助言する。 

⑪臨床実習生が立てた目標を達成できるよう、励ましや援助する。 

⑫臨床実習生を診療チームとして迎え入れ、双方が議論をしやすい雰囲気をつくる。 

⑬臨床実習生の育成に関心を持つ。 

⑭臨床実習生の意見を傾聴し、一方的に臨床教育者の意見を押し付けすぎないようにする。 

 

 

 

臨床実習生の心構え 

 臨床実習生は下記の心構えを意識し、診療参加するように心がける。 

 

臨床実習生は・・・ 

 

①常に疑問を持ちながら診療参加する。 

②常に「自分の立場で患者に貢献できることは何か」を考えながら診療参加する。 

③みずから患者と関わる機会を作り、患者の思いを傾聴し共感したコミュニケーションをお

こなう。 

④自分の疑問を解決し、臨床教育者の考えを知ることができるよう、積極的な質問をおこな

う。 

⑤臨床教育者に質問を行なう際は、自分の考えや意見を述べるようにする。 

⑥臨床教育者の診療補助ができるよう、積極的に助言を求め診療技術の修得を図る。 

⑦毎日の行動目標は、達成可否がわかるよう具体的に立てる。 

⑧未解決の疑問や課題に対し、文献や教科書を用いて積極的に予習および復習をおこなう。 

⑨社会人として礼儀および節度ある言動をおこなうとともに、決められた規則を守る。 

 

 

 

 

 

当院臨床実習を円滑におこなうための諸規定 

下記内容を主担当臨床教育者、実習監督者が分担しておこなう。 
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①臨床実習開始前日までの準備 

（１）臨床実習生からの事前問い合わせ時に、集合場所・時間・持ち物・各種連絡事項など

実習監督者が説明する。 

（２）主担当教育者は実習生の使用ロッカーを確認する。 

 

②臨床実習初日の対応 

（１）リハビリテーションセンター前で待つ実習生にスタッフルームと使用ロッカーを案

内する。 

（２）朝礼にて実習生を紹介する。 

（３）朝礼後に実習監督者とオリエンテーションを行う。 

（４）オリエンテーション終了後に主担当教育者との打ち合わせを行う。 

 

【オリエンテーションの内容】 

（１）長野赤十字病院、リハビリテーション科の概要 

（２）臨床実習の概要（スケジュール、診療参加型実習についての説明など） 

（３）臨床実習の諸規則および各種手続き（誓約書の記載、休憩・食事場所など） 

 

③臨床実習期間中の交通手段および車両利用について 

（１）臨床実習期間中の通勤については、公共交通機関および自転車のみ使用を許可する。

四輪自動車および二輪車、原動機付自転車の使用は原則、許可しない。 

（２）臨床実習期間中（通勤時間および休日も含む）、交通事故に遭った場合、臨床実習生

は事故対応（警察、保険会社への連絡、受診等）したのち、速やかに養成校および臨

床実習監督者に報告する。 

 

④体調不良時の対応 

（１）臨床実習生は体調不良を感じた際は、早期に主担当教育者へ報告する。 

（２）臨床実習中に気分、体調不良を生じた際は、主担当教育者へ報告しリハスタッフルー

ムにて待機および休息をとる。 

（３）体調不良の症状に応じて主担当教育者の判断で早退させることもあり得る。その場合、

主担当教育者は実習監督者へ報告する 

（４）通勤前より体調不良があり、実習を休む場合は主担当教育者へ連絡する。主担当教育

者が不在であれば他のリハビリテーション科スタッフへ連絡する。 

 

【インフルエンザ・感染性胃腸炎などの流行期について】 

（１）起床時の体温が 37.5℃以上の場合、自宅待機とし臨床実習生は主担当教育者へ連絡

する。 

（２）実習監督者は主担当教育者に状況を確認し、当日の実習継続の可否および病院受診の

必要性を協議する。 
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【臨床実習生がインフルエンザに罹患した場合】 

（１）発熱後に臨床実習生が接触した患者を把握する。 

（２）担当教育者は接触患者リストを作成し、理学療法科課長へ報告し院内感染対策委員へ

報告する。 

（３）臨床実習生は、インフルエンザに罹患したことを養成校に報告する。 

（４）養成校の実習規則にて認められる欠勤日数を超過する場合、実習監督者または主担当

教育者は速やかに養成校教員へ連絡をとり、臨床実習期間の変更について協議を行う。 

 

⑤医療事故への対応 

（１）主担当教育者は臨床実習生を常に共に行動させることで、臨床実習生による医療事故

を未然に防ぐ。 

（２）臨床実習生が医療事故（人的・物的）に遭遇した（引き起こした）際は、速やかに主

担当教育者へ速やかに報告する。 

（３）主担当教育者は理学療法科課長へ事故状況を報告し対応について協議を行う。 

（４）主担当教育者は養成校へ事故状況および協議内容を報告し、必要な対応（学生保険の

使用等）を依頼する。 

 

⑥臨床実習終了時の対応 

（１）朝礼にて、臨床実習が終了することを報告する。 

（２）臨床実習終了後、ロッカーなどに忘れ物がないか確認する。 

（３）実習生の個人情報となる資料は実習生へ返却するか、実習生の同意が得られれば主担

当教育者が責任を持って破棄する。 

（４）臨床実習最終日に養成校へ提出する報告書一式を臨床実習生と一緒に確認し渡す。 
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様式１ 
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様式２ 

学生用 

 

病院情報システム利用と個人情報保護に関する誓約書 

 

 

長野赤十字病院長 殿 

長野赤十字病院リハビリテーション科部長 殿 

 

 

私は臨床実習のオリエンテーションにおいて、以下の内容について指導療法士より十分な説明を

受け、理解し同意しました。また、医の道に反することがないよう誠心誠意努力することを誓いま

す。なお、これに違反した場合には、学校規則による懲戒を受けます。また、規定、法律等への違

反行為があった場合は、長野赤十字病院（以下「病院」）による処分や法的処罰の対象になること

を承諾しました。 

1. 「臨床実習指針」に則って実習を行います。実習の内容は、病院の診療上の必要性や現実的制約

により、できる範囲に変更があることを承諾しました。 

2. 私が実習生として行う医療行為は、単独の自己判断は決して行わず、必ず指導療法士の指導監督

の下に行います。 

3. 担当する患者様には、指導療法士の紹介の元、自ら臨床実習生であることを説明し、指導療法士

とともに実習に対する同意を必ず得ます。 

4. 基本的な療法の習得に当たっては、まず自らが被験者になることを心掛けます。 

 

個人情報保護に反する行為や病院情報システムの不正利用はしません。また、上記の内容を十分

に理解したうえで、病院での医療情報システム利用をします。 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

               学校名                     

 

氏 名                   自署 
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様式３ 

 

臨床実習にご協力をお願いします 

 

リハビリテーション科部長  加藤 光朗     

説明者氏名                   

 

長野赤十字病院は最善の医療を提供すると同時に、次代の医療人を育成する責務があります。こ

の責務を達成するために、当院では医学生および看護・薬剤・臨床検査・臨床工学・理学療法・作

業療法・言語聴覚療法の臨床実習を行っております。 

何卒、臨床実習にご理解とご協力をお願いいたします。 

1. 臨床実習について 

臨床実習とは、学生が診療チームの一員として加わり、医療の実際を学んでいくものです。学生

はこの実習を通して医療人としての態度・技能を学び、その能力は卒後の臨床に引き継がれ、より

質の高い医療を社会に提供することにつながります。 

2. 臨床実習生について 

実習を行う学生は、養成校において基礎および臨床実技を十分習得し、臨床実習に適していると

判断されています。 

3. 実習中の医療行為について 

学生が実施できる行為はあらかじめ限定されており、指導療法士の下で行われます。 

4. 医療事故などへの補償について 

臨床実習生の診療に関連して、あなたの健康やプライバシーに何らかの影響を与える事象が発生

した場合は、当院病院長が真摯に責任をもって対応いたします。 

5. 拒否または同意の撤回について 

あなたは、実習そのものを拒否することができます。また、実習にご同意いただいた後でも、随

時撤回することができます。さらに、あなたの状況や実習内容に応じて、いつでも臨床実習生の参

加をお断りいただけます。いずれの場合でも、診療上の不利を被ることはありません。 

その他、ご不明な点は遠慮なくお申し出ください。指導療法士が適宜ご説明いたします。 

 

同意書 

長野赤十字病院長 殿 

臨床実習について説明を受け、学生が私の診療に参加することに同意します。 

    年   月   日 

あなたのお名前             

※ もしくは 保護者/代理人のお名前 （続柄 ）          （続柄   ） 

 

 


